
依頼会員さんからいただいたチケットの精算がお済みでない方は、 

３月３０日までに精算をお願いします。精算には下記のものが必要です。 

①記入済みの活動報告書、②依頼会員からもらったチケット、③認め印（シャチハタ可） 
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これからも 
「あいまち」は、 
皆さんと一緒に 
がんばります！ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、今年度の『あいまち相談派遣件数・派遣時間』は前

年度に比べ減少しました。グラフには表れていませんが、「依頼したいけど・・・」「活動したいけ

ど・・・」と思いながらも感染症予防のため、利用を控えた方もありました。 

会員の皆さんのお心に感謝し、次年度も支えあいが止まることのないように、努めて参ります。 

※依頼会員さまへ 

事務局からご購入いただいたチケットは 

精算不要です。期限もございませんので、 

そのままお使いいただけます。 

会員更新も 

よろしく 

お願いします。 

※令和 3年 2月末時点 

https://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_1596.html
https://www.irasutoya.com/2019/01/blog-post_13.html

